
平成２９年度第３回生駒市法令遵守委員会会議録（要旨） 

日  時：平成 29 年 6月 29 日（木）午後 3時 30 分～午後 4時 40 分 

場  所：生駒市役所 4 階 401 会議室 

出 席 者：【委員】 秋田委員長、丹羽委員、九鬼委員 

【事務局】大西総務部長、西田総務課長、飯島総務課課長補佐、 

渡辺総務課行政経営係長、坂東総務課係員 

会議内容： 

１ 平成 28 年度報告書提出 

・午後 4時から市長と面談、平成 28 年度報告書の提出を行う。その時間まで報告書の内容確

認と案件をできる範囲で進める。 

・報告書は事前に各委員へ送付済みだが、事務局から補足説明はあるか。 

（事務局説明） 

・秋田委員長からメールでいただいた内容を 16ページに追加した。また市の対応に関する

文章を補完して完成させた。 

・参考新聞記事は取材があったのか。 

（事務局説明） 

・5月 16 日の法令遵守対策会議後に取材があった。 

・法令遵守対策会議について説明して欲しい。 

（事務局説明） 

・5 月 16 日 15 時から開催。資料８はその際に配布した資料。会議の委員長は市長、副委

員長は副市長、教育長、水道事業管理者、委員は各部長で構成されている。 

議事について、市長、副市長からから改めて制度運用の徹底を指示され、各部長も制度

どおりの運用を進めていく認識を新たにした。 

会議後、法令遵守対策会議委員長名で各所属長に、制度徹底に関する通知文を出した。 

・報告書最後のまとめを非常にシンプルにしたのは、今年度 4月以降の運用状況資料から報

告件数の変化（増加）及び公職者からの要望等の報告が読み取れ市長の指示が反映された

形になっている、また資料７にあるような具体的対応の説明があることから、端的な表現

にした。それでよろしいか。 

・異議なしにより承認。 

・では、この内容で報告書を確定し市長に報告する。 

２ 平成 29 年度第 1回及び第 2回委員会会議録の確認 

（事務局説明） 

・第 1回会議録について、前回指摘いただいた部分を追記した。 

・第 1回及び第 2回会議録ともに、意見なし。 



４ 市長への意見書に対する具体的対応について 

（事務局説明） 

・「１法令遵守対策会議」については先ほど説明したとおり。 

「２研修の実施」については 8月中に管理職向けに実施の予定。現在講師を選定中。そ

の他の具体は未定。 

「マニュアル、問答集等の整備」については、前回会議で素案を 12 月頃までにと述べた

が 3月完成に間に合わないのではとの指摘を受けたので、11月素案作成で進めたいと考

えている。 

・これまでの研修実績を一覧にまとめてもらいたい。また、過去 3ヶ年分くらいの資料を送

ってもらいたい。 

（事務局説明） 

・一覧は本日の資料として添付している。 

３ 法令遵守推進制度の運用状況（平成 29 年度 4月分～5月分） 

（事務局説明） 

・4月分及び 5月分について資料４・５・６に基づき報告。5月分については件数のみ報告。 

・公職者から生駒市立病院についての資料を立て続けに要望されているのは、議会で質問が

あったからなのか。 

（事務局説明） 

・4月 16 日開催の「生駒市立病院の報告・懇談会」で市長が説明したことを受けてのこと

だと考えられる。 

・№3及び№10 など詳細に記載されているが、内部で他に報告等している課があるのか。文

書で回答となると、課内で情報共有しておく必要がある。 

（事務局説明） 

・おそらく、この記録兼報告書で兼ねていると思う。ワード等で作成し、コピーして貼り

付けている可能性はある。 

・№18 の回答⑥は要望①～⑤のどこに関連しているのか。 

（事務局説明） 

・おそらくだが、4月 20 日時点で新たに言われたものではないかと考える。 

  （ 市長へ報告書提出のため一時中断 ） 

  （ 再開 ） 

・公職者からの要望記載について、資料請求程度では簡略な様式にしても良いのでは。 

・№17 について、文書での回答に謝罪の文言が入っていないことが気になる。内容欄に「電

話で何度も謝罪を受けているので、文書での謝罪は必要ない」とあるが、こういう細かい

ところで引っかかる場合があるので、注意したほうが良いかもしれない。 



・本日案件である「平成 28 年度報告書提出」について、市長に提出し説明も行った。また「法

令遵守制度の運用状況」についても説明を受け確認した。引き続き適正に運用していくと

いうことでよろしいか。 

･異議なし。 

４ 市長への意見書に対する具体的対応について 

・職員研修について。日程調整が必要だが、丹羽委員を中心として委員会として行うことで

どうか。 

・異議なし。 

・法令遵守委員会として職員研修を行う。大会議室で管理職に対してまとめて行い、3 人の

委員がそれぞれ交代で講師を担当する。 

（事務局説明） 

・日程について、10 月末で委員の任期が満了となるため、10 月中に開催したい。 

・調整の結果、10 月 23 日（月）14～16時、大会議室で行う。 

５ その他 

・次回委員会日程 9 月 21 日（木）午前（9時または 9時 30 分から）または 9月 27 日（水）

午後（15時 30 分から）で、九鬼委員の日程に合わせて調整。 

（後日調整の結果、9月 21 日（木）に決定） 

・次回委員会では運用状況報告の他、資料７「３ マニュアル、問答集等の整備」について

素案等の進行状況の説明及び研修の内容を案件とする。 

〔配付資料〕 

〔資料１〕平成２８年度法令遵守推進制度に係る報告書（案） 

〔資料２〕平成２９年度第１回法令遵守委員会会議録（案） 

〔資料３〕平成２９年度第２回法令遵守委員会会議録（案） 

〔資料４〕法令遵守推進制度の運用状況表 

〔資料５〕要望等記録一覧表（平成２９年４月分） 

〔資料６〕要望等記録票兼報告書（平成２９年４月分） 

〔資料７〕市長への意見書に対する具体的対応について 

〔資料８〕法令遵守対策会議(H29.5.16)資料 

〔新聞記事〕 

（追加資料）監査委員事務局実施の法令遵守研修実績一覧 


